
 神戸市都市公園条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

  令和６年３月 29日  

神戸市長  久   元   喜   造   

神戸市規則第 69号  

神戸市都市公園条例施行規則の一部を改正する規則  

 神戸市都市公園条例施行規則（昭和 33年３月規則第 117号）の一部を次のよう

に改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び

第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線又は

太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）につ

いては、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改正

部分を当該改正後部分に改める。  

 (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

 (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改正後  改正前  

（有料公園及び有料公園施設の供用

日及び供用時間）  

（有料公園及び有料公園施設の供用

日及び供用時間）  

第 ５ 条  有 料 公 園 及 び 有 料 公 園 施 設

（附属設備を除く。）の供用日及び

供 用 時 間 は 、 次 の 表 の と お り と す

る。  

第 ５ 条  有 料 公 園 及 び 有 料 公 園 施 設

（附属設備を除く。）の供用日及び

供 用 時 間 は 、 次 の 表 の と お り と す

る。  

(1) ［略］  (1) ［略］  

(2) 有料公園施設  

都市

公園

名  

有 料

公 園

施設  

供用

日  

供用時間  

［略

］  

［略

］  

［略

］  

［略］  

(2) 有料公園施設  

都市

公園

名  

有 料

公 園

施設  

供用

日  

供用時間  

［略

］  

［略

］  

［略

］  

［略］  



し あ

わ せ

の森  

陸 上

競 技

場  

［略

］  

ア  １ 月 か ら ３ 月

ま で 及 び 10 月 か

ら 12 月 ま で  午

前 ９ 時 か ら 午 後

５時まで  

イ  ４ 月 及 び ９ 月  

午 前 ９ 時 か ら 午

後６時まで  

ウ  ５ 月 か ら ８ 月

ま で  午 前 ９ 時

か ら 午 後 ７ 時 ま

で  

球 技

場  

［略

］  

［略

］  

［略］  

［略

］  

［略

］  

［略

］  

［略］  

備考  ［略］  
 

し あ

わ せ

の森  

陸 上

競 技

場  

［略

］  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

午 前 ９ 時 か ら 午 後

５時まで  

球 技

場  

［略

］  

［略

］  

［略］  

［略

］  

［略

］  

［略

］  

［略］  

備考  ［略］  
 

２  附属設備たる有料公園施設の供用

日及び供用時間は、次の表に掲げる

ものを除き、附属する有料公園又は

有料公園施設に準ずるものとする。  

種類  都市公園名  供用日  供用時間      

電源  東遊園地  

神 戸 震 災 復

興記念公園  

磯上公園  

湊川公園  

若松公園  

下中島公園  

［略］  ［略］  

２  附属設備たる有料公園施設の供用

日及び供用時間は、次の表に掲げる

ものを除き、附属する有料公園又は

有料公園施設に準ずるものとする。  

種類  都市公園名  供用日  供用時間      

電源  東遊園地  

神 戸 震 災 復

興記念公園  

湊川公園  

若松公園  

下中島公園  

海浜公園  

［略］  ［略］  



海浜公園  

名谷公園  

糀台公園  

西 神 中 央 公

園      

３、４  ［略］  

名谷公園  

糀台公園  

西 神 中 央 公

園  

     

３、４  ［略］  

  附  則  

（施行期日）  

１  この規則は、令和６年４月１日から施行する。  

（準備行為）  

２  この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前におい

ても、行うことができる。  


